
様式第１号（第５条関係）

※申請期限：令和７年３月１０日まで

　（予算額に達した場合は受付は終了となります。）

様式第５号（第９条関係）

※以下のいずれか早い期日

　・自動車検査証の交付の日から３０日以内
　・令和７年３月２４日

実績報告期限を過ぎた場合は補助金を交付できません

様式第７号（第１１条関係）

令和６年度杉戸町次世代自動車普及促進対策補助金申請手続の流れ

【申請者】 【杉戸町】

持参

補助金交付申請書の提出 補助金交付申請書の受付

郵送

※新車新規登録／設備設置工事の着工は、
　補助金交付決定通知後となります。

審査及び補助金交付の決定

郵送

補助金交付決定通知書及び
実績報告書様式の受領

補助金交付決定通知書及び
実績報告書様式の送付

新車新規登録／設置工事

持参又は郵送

実績報告書の提出 実績報告書の受付

審査及び補助金交付の確定

補助金の受取 補助金の交付

補助金交付額確定通知書及び
請求書様式の受領

補助金交付額確定通知書及び
請求書様式の送付

郵送

補助金交付請求書の提出 補助金交付請求書の受領

振込み


